
①産後の休暇および育児休業後における特定教育・
保育施設などの円滑な利用の確保
　産後休暇および育児休業後の保育の利用は、現時
点では円滑に実施されています。母親が育児休業を
取得する場合の在園児の継続入所などについても、
広報へきなんやホームページ、入園説明会を通じて
情報を提供していきます。
②市民が安心して子どもを産み育てられる環境整備
　棚尾小学校で毎週水～金曜日に放課後子ども教室
を開設しています。平成29年度は、棚尾児童クラブ
分館増築を行いました。子どもたちがより安心安全
そして快適に過ごすことができる居場所を提供して
います。
③子どもに関する専門的な知識および技術を要する
支援
　支援の必要な家庭に対し、家庭児童相談員が定期
的な訪問をして、相談や支援を行っています。最近
では、児童虐待の発端（原因）も発達障害、家族の
病気や育児能力不足、ＤＶなど多様であり、関係機
関と連携を図りながら必要な支援を行っています。

④労働者の職業生活と家庭生活との両立支援
　妊娠中の夫婦を対象にしたパパママ教室を開催し、
父親の育児参加を促して、夫婦が共同で子育てをす
る喜びを感じることができるように支援しています。
⑤ひとり親家庭の自立支援
　ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、母子・
父子自立支援員による生活や就労の相談事業を実施
しています。自立支援教育訓練給付金による資格取
得など、様々な自立支援プログラムを提供していま
す。
⑥障害児の保育と養育支援
　幼稚園・保育園では３歳以上の障害児の受入れを
行っています。また、療育が必要な子どもは、母子
通所施設「にじの学園」で子どもの発達などに応じ
た療育を行い、保護者の身体的・精神的な育児負担
の軽減を図っています。
　29年度は福祉課の児童発達支援ネットワーク事業
として、保護者向けの発達相談、ペアレントプログ
ラム、支援者向けの巡回支援、講習会を実施してい
ます。

子育て支援施策の充実を
図るための関連施策

子ども・子育て支援
事業計画の進捗状況

問合せ　こども課育成支援係

幼児期の教育・保育
　保護者の代わりに就学前の子どもの保育・教育を担う施設として、保育園・幼稚園事業を行っています。

地域子ども・子育て支援事業

（単位：人／日） 保育園 幼稚園

29年度利用者実績
０歳 １・２歳 ３歳～ ３歳～ 合計

62 345 1,395 464 2,266

事業名 内容 29年度利用者状況

時間外保育事業
保護者の就労状況などにより、通常の保育時間を延長して
子どもを預かる事業です。時間は園によって異なります。

207人／日
（18時以降）

放課後児童健全育成事
業（児童クラブ）

放課後、就労などで保護者が家庭にいない小学生児童に適
切な生活の場を用意し、健全な育成を図ります。

低学年（１～３年）561人／日

高学年（４～６年）118人／日

子育て短期支援事業

ショートステイは保護者の疾病や環境上の理由などにより
養育が困難な場合、トワイライトステイは仕事などの理由
により平日夜間または休日に養育が困難な場合やそのほか
緊急の必要がある場合に一時的に児童を預かります。

ショートステイ
０人
／年

トワイライトス
テイ

０人
／年

一時預かり事業

幼稚園での「預かり保育」では、通常の教育時間の開始前・
終了後、夏休みなどに、保育園での「一時預かり」では、
保護者の不定期の就労および私的理由などにより、一時的
に保育が困難となった子どもを預かります。

預かり保育
16,355回
／年

一時預かり
2,599回
／年

病後児保育事業
病気の回復期であるが通園が困難であり、親の就労などに
より家庭での保育が困難な子どもを預かります。

11件／年

子育て援助活動支援事
業（ファミリー・サ
ポート・センター）

中学生以下の子どもをもつ依頼会員と、育児援助をしたい
地域の協力会員が、それぞれ相互援助活動を行います。

2,051件／年

地域子育て支援拠点事
業（地域子育て支援セ
ンター）

公共施設や保育所など地域の身近な場所で、乳幼児のいる
子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供などを行って
います。

3,379人／月

10か所

利用者支援事業
さまざまな教育や保育、地域子育て支援事業のなかから適
切なサービスを選択するための支援をしています。

１か所

乳児家庭全戸訪問事業
（赤ちゃんお誕生おめ
でとう訪問）

全出生児に対して生後２か月前後に母子保健推進員または
保健師が訪問します。子育てに関する情報提供や、母親の
育児状況、養育環境の把握を行い適切な支援につなげます。

598人／年

養育支援訪問事業
養育支援が必要だと判断した家庭に対して、養育支援訪問
員（保健師など）が定期的に訪問し、助言や指導・相談を
行っています。

13回／年
（対象者　２人）

妊婦に対する健康診査
母子健康手帳交付時に医療機関で行われる健診の受診票（14
回分）を交付し、妊婦健康診査の費用を補助しています。

7,328人／年
（第１回目受診者数　601人）

７月の第４水曜日は

三河湾環境再生推進の日
第４日曜日は

油ヶ淵浄化デー

　三河湾も油ヶ淵も閉鎖性水域で、汚染物質がたい
積しやすく、家庭からの生活排水が主な原因で汚濁
が進んでいます。河川や三河湾の水質をきれいな状
態に保つためには、各家庭から調理くずや食べ物の
残りは流さないよう水切りネットを使用することや、
不要な食品油は流さず、資源として持ち込むか、固
めたり紙にしみ込ませたりして燃やすごみとして出
すなど毎日の暮らしのなかで努めることが必要です。

問合せ　環境課環境保全係

【三河湾環境再生推進の日】
　三河湾流域の市町村などで構成する「豊かな海“三
河湾”環境再生推進協議会」では、海に親しむ機会
が多い毎年７月の第４水曜日を「豊かな海“三河湾”
環境再生推進の日」、その日から一週間を「豊かな
海“三河湾”環境再生推進週間」と定め、生活排水
対策グッズを配布しますので、三河湾浄化について
考えるきっかけとしてください。
【油ヶ淵浄化デー】
　ウォーキングをしながら油ヶ淵の清掃活動に参加
しませんか。私たち１人ひとりが日ごろの生活のな
かで川や湖を汚さないように心がけ、かつての美し
い油ヶ淵を取り戻しましょう。
とき　７月22日㈰　①６時20分～②６時30分～③７
時～
ところ　①荒子神明社②市民病院東駐車場③油ヶ渕
遊園地如光堂、東町内会館
※参加者にごみ袋、飲み物、生活排水対策グッズを
用意します。
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